
１．はじめに
近年、社会経済情勢がめまぐるしく進歩し、

かつてないほどに便利で物質的に豊かな生活
をしている。飽食の時代とも呼ばれる一方、
日本の食料自給率は低下しており、2019（令
和元）年の調査によると、カロリーベースで
38％となっている１）。

豊かな食時代に生きる中で、生活経験が乏
しく切り身が海に泳いでいると思っている子
やお湯に味噌を溶けば味噌汁になると思って
いる子、畑や田んぼの違いが分からない子な
どが授業中に散見されている。自分が食べて
いる物がどのようにできているか知らない子
どもが通常学級、特別支援学級問わず増えて
いると感じる。

そこで、食物を育て、調理し、食べる「食
農」という学習活動が日本の農業や食を救え
るのではないかと考えた。食農は、就学前教
育や小学校の生活科及び小中学校の総合的な
学習で既に実践が行われている。特に、特別
支援学校学習指導要領では作業学習という教
科において「農耕」等を取り扱うと記載され
ており２）、実際に特別支援学級の現場でも小

学校中学校共に、毎年畑を通して様々な教科
で食農教育が行われている。日本の農業そし
て食を救えるのは、特別支援教育なのかもし
れない。本稿では、特別支援教育の歴史と特
別支援教育における食農教育の歴史を過去の
学習指導要領や実践資料より紐解いていく。

２．前稿までの研究概要
前稿までは、食農教育の効果及び現行の指

導要領分析における義務教育段階と特別支援
教育における食農の現状について研究を行い、
以下の４点のことが分かった。
①社会経済状況の変化に伴い、食をめぐる環

境も変化が進んでいる。この状況を鑑み、
2005年より食育基本法が整備され、食育の
推進のため、栄養教諭が設けられた。

②食農教育は、子どもたちの知的好奇心を高
め、食べ物を大切にしたり、食べ物への知
識・理解及び技能を深め、生産者への思い
を巡らせるようになる効果がある。しかし、
量と質が担保された食農教育を継続して行
う必要がある。

③義務教育段階の学習指導要領において、食
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農教育を実践するとしたら、「小学校生活
科、小中学校総合的な学習の時間、中学校
技術科」において実践することが可能だ。
しかし、教科も時数も限られ、地域差もあ
り、単発の食農教育になりがちである。

④特別支援教育の学習指導要領において、食
農教育を実践するとしたら、「生活単元学
習、作業学習、小学部生活科、中学部理科、
中学部職業・家庭科」において実践するこ
とが可能だ。特別支援教育においては、農
耕や調理、食品加工は同列に並べられ、飼
育栽培や生育活動といった言葉も多く登場
することから、小中学校よりも食農教育を
実践できる機会は多いと考える。
また、小中高等部一貫し、継続した食農教
育も可能なのではないかと考える。
以上の４点から、義務教育段階と比較して

も、特別支援教育において食農教育が取り組
みやすく、また小中高と継続して取り組みつ
づけることができると示唆された。特別支援
教育における食農教育はどのくらい以前から
行われてきたのか、そもそも特別支援教育の
歴史はどのように始まったのかについて次項
以降では述べていく。

３．特別支援教育の歴史
３－１．�第二次世界大戦以前（江戸時代～

昭和20年まで）
日本における障害児教育のはじまりは江戸

中期以降の寺子屋とされている。当時の寺子
屋は、盲児、聾唖児、肢体不自由児、精神遅
滞児を含めてかなりの数の子ども達が教育を
受けていたとされている。

学校教育制度としての障害児教育の始まり
は、明治５年学制とされている。学制では、
小学の中に「廃人学校」というものは規定さ
れたものの対象は、盲聾者を対象としており、
肢体不自由児のような子どもは、当時の先進
国の事例から考えても、病院内もしくは施設
内の教育となっていた。しかし、日本の障害

児教育は遅れていた訳ではなく、当時一番障
害児教育が進んでいたアメリカでさえ1875

（明治８）年に障害児教育が社会事業から学
校教育に行政移行したのにもかかわらず、日
本では1872（明治５）年に廃人小学が学校教
育の一部として位置づけられていた。この廃
人学校規定が日本の障害児教育制度の出発点
になる。しかし、この廃人学校規定によって
作られた学校は、「熊谷實彌の盲人学校」し
かなかった３）。

1876（明治９）年２月25日に熊谷實彌が盲
人学校を設立した。熊谷自身が盲人であり、
旧名古屋藩で漢学を修めた平野知雄と共に教
授に当たっていたようだ。学習する学科は、
教科の順序によらないで小学学科を学ぶ小学
変則、習字、算術であり、習字や算術は盲に
対応した指導法が工夫されていた。盲生20名
を集めたが、１年あまりで廃業したとされる。
しかし、この熊谷の教育が日本における障害
児教育の始まりといえよう４）。

その後、1878（明治11）年に古河太四郎が
「京都盲唖院」を立ち上げた。聴覚障害児、
視覚障害児を対象とする障害児学校だった５）。

義務教育の就学率の向上とともに、学業不
振児や非行の子どもの扱いが問題になり、こ
れに対して、特別な学級を編成して教育を行
う学校が現れた。1890（明治23）年松本尋常
小学校では、能力別学級に編成された。これ
が今日における盲聾児以外の特殊児童が対象
の学級の起こりとされる６）。その後全国に特
殊学級は広がり、ピーク時の1923（大正12）
年には463学級にもなったが、昭和恐慌によ
り縮小していった。

1891（明治24）年石井亮一は、「滝乃川学
園」を設立した。この学校は、知的障害児を
対象とする初めての教育施設とされる。この
滝乃川学園を皮切りに、1909（明治42）年に
は、脇田良吉の設立した白川学園。1911（明
治44）年には、川田貞治郎の設立した日本心
育園。1916（大正５）年には岩崎佐一の設立
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した桃花塾。1919（大正８）年には川田貞治郎
の設立した藤倉学園など、私立の施設も盲聾
児以外の子どもが学ぶ場となっていたようだ７）。

我が国最初の精神薄弱のための学校は、
1940（昭和15）年に大阪市児童教育相談所の
中に設置された大阪思斉学校である。大阪思
斉学校は、国民学校としても位置づけられて
いた。

1941（昭和16）年３月「国民学校令」が公
布され、国民学校令施行規則第53条に国民学
校では身体虚弱、精神薄弱など特別な養護が
必要な児童に対して、学級または学校を編成
することを規定された。同年５月には、その
学級等の名称を「養護学級」「養護学校」と
称せられた８）。

３－２．�第二次世界大戦以後（昭和20年～
現在まで）

1946（昭和21）年渋谷区大和田小学校に特
殊学級が復活した９）。

1947（昭和22）年 学校教育法 第１条に
「学校とは、小学校、中学校、高等学校、大
学、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園と
する」と規定。また、第６条「特殊教育」に
ついてでは盲・聾・養護学校と特殊学級につ
いて規定されている。養護学校は戦後全く新
しい種類の学校で、精神薄弱、肢体不自由、
病弱（身体虚弱を含む）の児童生徒を対象と
するものとされた。しかし、養護学校は戦後
できたものであり、全国で１校も無かったた
め、養護学校の義務制ができる状態ではなく、
未実施のまま、後日を待つことになった10）。

1947（昭和22）年に当時の国立教育研修所
の教育方法研究室主任の三木安正を中心に、
品川区立大崎中学校分教場を設け、中学年齢
の精神薄弱児の教育を開始したのである。そ
の後、1957（昭和32）年１月に公立学校初の
養護学校の東京都立青鳥養護学校となる11）。

1948（昭和23）年に盲・聾学校の義務制が
実施された。しかし、1953（昭和28）年「教

育上特別な取扱を要する児童生徒の判断基準
について」では、障害種別に関する実態調査
がなされ、制度上は義務教育が進行中にもか
かわらず、盲学校または聾学校に就学する必
要のある児童生徒の就学率が極めて低調であ
り、その大きな原因は、盲・聾学校への就学
は保護者に大きな経済的負担がかかることに
あった。そこで、1954（昭和29）年６月「盲
学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関
する法律」が制定された。これにより、保護
者の経済的負担の軽減がはかられ、その後就
学率の向上に大きな効果を挙げた。また、精
神薄弱、肢体不自由、病弱・身体虚弱等の児
童生徒で、特殊教育を必要とする者の数は、
極めて多いことが判明した。しかし、養護学
校急増は見込めないので、小・中学校の特殊
学級の増設で対応することとした12）。

1957（昭和32）年に初の障害児教育向けの
学習指導要領「盲学校及び聾学校学習指導要
領」が告示された13）。

1963（昭和38）年に「養護学校小学部・中
学部学習指導要領精神薄弱教育編、小学部の
肢体不自由教育編及び病弱編」が示された。
この学習指導要領は、養護学校だけでなく特
殊学級の教育課程の編成、指導計画の作成に
大きな影響を与えた。

1971（昭和46）年・1972（昭和47）年に改
訂された際も、小学部・高等部、障害種別に
分けたかたちで告示されている。

1979（昭和54）年４月に養護学校義務化が
施行された。これによって、従来、学校教育
を受ける機会を提供されていなかった、ある
いは不十分な教育しか提供されていなかった
精神薄弱、肢体不自由または病弱・身体虚弱
の児童生徒に対しても、その障害に応じた適
切な教育の場が確保されることになった14）。
また、1979（昭和54）年の学習指導要領改訂
において、養護学校教育の義務化も相まって、
従来の示し方を改め、「特殊教育諸学校小学
部・中学部学習指導要領、同高等部学習指導
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要領」とされた15）。
その後、2007（平成19）年に、児童生徒の

障害の重複化や多様化に伴い、一人一人の教
育的ニーズに応じた適切な教育の実施や、学
校と福祉、医療、労働等の関係機関との連携
がこれまで以上に求められていることを鑑み、
児童生徒等の個々のニーズに柔軟に対応し、
適切な指導及び支援を行う観点から、複数の
障害種別に対応した教育である「特別支援教
育」を推進するために、特殊教育から特別支
援教育へと移行していった16）。

以上から障害児教育は、江戸時代から厳し
い目線に耐えながらも地道に実践を積み重ね、
戦後15年かかって初の学習指導要領ができ、
戦後30年近くかかり、ようやく養護学校は義
務化した。また、平成になって特殊教育から
特別支援教育へと変化していったことが分か
った。では、特別支援教育における食農教育
はどのくらい以前から行われてきたのかにつ
いて読み解いていく。

４．特別支援教育における食農教育の歴史
４－１．�特別支援教育における食農教育の

始まり（19世紀初頭～昭和20年まで）
19世紀初頭、白痴教育をはじめたフランス

の医師エドワード・セガンは、作業教育を体
系立てた。セガンは、「精神療法を応用でき
るよい機会は仕事の場である。一つの成果を
目指して仕事をさせねばならない。その成果
ないし製品は、彼等の知覚や知的能力に応じ
て、感得され、理解されるものでなければな
らない。個人的に役立つもの直接的に使われ
るものであること。今、食べるために、庭の
菜園から、野菜を抜いてくるとかいった仕事。
働くという、道徳的、社会的義務を強調して
おきたい。仕事で金銭を得ないとしても、彼
等は、感覚や秩序、相互依存等を体得し、合
わせて、自分の役割や社会的位置に関する正
しい感じや理解を持つようになる。できるだ
け自然と親しみ、太陽と共に働くようにしな

ければならない。17）」と、既に海外では19世
紀初頭から障害のある人向けの教育に食農が
組み込まれていたことが示唆されていた。

日本における障害のある人向けの食農教育
は、明治時代から始められていたようである。

1891（明治24）年創立の滝乃川学園では、
農園もあって、野菜などを栽培し豚舎、鶏舎、
わさび畑があり昼過ぎから農場に行って働く。
鶏や豚の世話、温室の栽培、畑を耕すことな
どの労作をしていた18）。

1911（明治44）年創設の日本心育園では、
低能児は自然に影響を受けやすいと考えて自
然的感化を教育方針に取り入れられた。施設
の場所として、温和で寒暑が変異でなく、
雨・雲が少ないこと、地勢については広々と
して周囲に山林があることが立地選定考慮さ
れ実際、学園内に金松、桜、ビャクダン、セ
イリウ、イチョウ、金モクセイなどの樹木が
庭園に植えられ、蔬菜園も設けられていた19）。

1919（大正８）年創立の藤倉学園では、
３万坪の広大な耕作地、牧場地を有し作業を
行う。作業は、養鶏、養豚、畜牛、畜羊、農
業（甘藷その他の各種野菜、陸稲、麦類、牧
草など）開墾をしていた18）。

以上より、日本でも明治時代からは、特別
支援教育における食農教育が始まっていたこ
とが分かった。

また、昭和10年３月補助学級調査委員会の
だした『補助学級に関する調査資料』では、

「絶えざる感覚練習に努めその発達を促進せ
しめ、技能的学習や作業を多くして感覚練習
の機会を豊富にすること」また「生活環境に
立脚することが非常に大切で、その生活環境
から教育材料をとり入れるとき、それに対し
て関心と興味を喚起しよく理解する。生活即
教育、これがあくまでも精神薄弱児教育の指
標でなければならない。」と生活に則した教
育が障害児教育においては行われるべきだと
述べられている。また、「手工、農耕、園芸、
動物飼育、掃除、洗濯、裁縫等は、彼等に最
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も好適なるものである。このような労作をな
さしめることによって、職業的訓練となすべ
きである。労作によって、彼等の特長とする
ところを十分に発揮させ、更に労働的精神を
養わなければならない。」とし、畑を使った
学習をすべきと記載されている20）。

では、何故戦前期から農耕が障害児者教育
において行われていたのだろうか。１つは、
農耕を含めた職業教育を行うことによって、
精神薄弱児救済の意味合いがある。もう１つ
が、比較的作業適応度が高いという評価が
ある21）。

４－２．�第二次世界大戦以降の特別支援教育
における食農教育

第二次大戦直後の1947（昭和22）年秋精神
薄弱児のために設置された滋賀県の近江学園
では、戦災孤児、生活困窮児、精神薄弱児に
対して医療用施設と農業多角経営および手工
業などを併設して社会人としてたつための基
礎的な職業教育を総合的一貫性の有した教育
を理想として行っていた22）。

昭和20年代後期以後、一般教育の生活主義
は、教育の前面から退く。系統主義がとって
かわる時期がきた。しかし、精神薄弱児教育
における生活主義は、生活に凝固して、教育
の主流を占めていた23）。

では、何故障害児教育において食農教育が
第二次大戦後も重視され続けたのだろうか。
占領期の教育職員再教育講習では、アメリカ
経験主義の影響もあり、教育原理は児童中心
の教育観と生活中心の指導観を主軸として
いた24）。

同時期、1948（昭和23）年品川区立大崎中
学校分教場から、青鳥中学校と名を改め、

「青鳥教育」という教育実践を生む。青鳥教
育とは、「原初的な目的に立ちかえって、彼
らにふさわしい教育設計を考え、直接に彼ら
の手や足や感覚器官を通じて生活と生産に直
結する教育でなければならない」とするもの

で、「生活教育」と名付けていた。生活教育
は、理想的人間像を自律・自立的な生活者と
見なし、生活において、生活のために学ぶ教
育を進める教育である。青鳥教育の中では、
農耕的作業にも力点を置かれるようになる。
その後、1950（昭和25）年 都立青鳥中学校
にて生活と生産の実践をもとに「バザー単
元」という総合生活単元が行われるようにな
り、バザーの班にも農園班があった。

バザー単元や生活教育は全国に広がりを見
せ、障害児教育においてはより学習者が理解、
生活に生かしやすいという観点から取り組ま
れ続けていた。特に、各教科と各領域の指導
目標と指導内容・方法を組み合わせた（合
科・統合形態）による教育実践法が望ましい
と主張され、展開されてきた。合科・統合さ
れた学習は、教材単元として「生活単元」・

「経験単元」・「作業単元」等の名称をつけて
計画され、今日まで続いている24）。

1950（昭和25）年６月に網走市立網走小学
校「かつら学級」が開級した。初代担任は、
川村正男。川村が作成した「かつら学級経営
案（精神遅滞児のための教育課程）」は、特
殊教育委員会によって特別学級開設時に作成
し、教育実践が開始なされている。また、そ
の内容は「教育理念」に始まり、児童の実態
から学級経営方針（目的、具体的方針、年次
計画、経営促進組織、研究主題）を立て、方
針に基づいた指導内容の配列、一日の生活プ
ログラムと学級設備と教材・教具など経営計
画の必要条件を網羅している。

その中の「学級設備の配置図」では、遊び
場のほぼ中央に花壇が配置され、「特殊学級
カリキュラム基底」では、学級園の手入れと
いう項目もあった。また、「生活単元の構成」
では、５月に学級園の計画（花畠、菜園）、
耕土、種まき、発芽の観察、手入れなど畑を
利用した学習が小学校の障害児教育でも取り
組まれていた25）。

また、養護学校初の指導要領である1962
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（昭和37）年 養護学校学習指導要領では、
第２指導計画の作成および指導の一般方針の
中で、各養護学校において児童または生徒に
対する学習の指導を能率的、効果的に行うた
めには、下記の事項について留意する必要が
ある。とし、「（３）精神薄弱の児童・生徒は、
一般に新しい経験を獲得していくことに対す
る欲求が乏しく、また、それに対する興味や
関心も薄い。さらに、自主的、自律的に物事
を処理していく意欲を欠き、何事をするにも
他律的で依存的である場合が多い。したがっ
て、その指導にあたっては、栽培・飼育、音
楽・リズム、造形、体育その他生産的作業や
職業的訓練などの動的、情意的で具体的な生
活場面において、児童・生徒の能力に応じた
問題を与えるとともに（中略）その自主性や
自発性を高めていくようにすること。」とさ
れ、精神薄弱の児童生徒と栽培・飼育の教育
内容の相性がよいことが示唆された26）。

以上から、特別支援教育における食農教育
は、明治時代より始まっていたことが分かっ
た。また、戦後も障害のある子どもたちと食
農との相性がいいことやアメリカの経験主義
の影響もあり、食農が今日まで特別支援教育
において続いてきたことが示唆された。

５．結語と課題
障害児教育は江戸中期以降から始まり、明

治は盲聾児教育が先行して行われた。1890
（明治23）年松本尋常小学校にて盲聾児以外
の特殊児童が対象の学級が立ち上がり、1891

（明治24）年石井亮一は、知的障害児を対象
とする初めての教育施設「滝乃川学園」を設
立した。昭和初期には「大阪思斉学校」のよ
うに精神薄弱児のための単独校も設立された。

戦後学校教育法に盲学校、聾学校、養護学
校は規定されたが、なかなか設立されず、
1962（昭和37）年に戦後から15年経って初め
ての養護学校学習指導要領が告示された。ま
た、1979（昭和54）年にようやく養護学校は

義務化した。また、平成になって特殊教育か
ら特別支援教育へと変化していったことが分
かった。

特別支援における食農教育は、明治時代よ
り実践されていたことが分かった。また、戦
後も障害のある子どもたちと食農との相性が
いいことやアメリカの経験主義の影響もあり、
食農が今日まで特別支援教育において続いて
きたことが示唆された。

では、現在食農教育が特別支援教育の現場
でどのように実践が行われているのだろうか。
埼玉県内の例を現職の教員対象に質問紙調査
を実施し、その結果について次稿では報告し
たい。
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